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対象者や自己負担金は集団検診と同じです。 

表１の対象年齢に該当する人 

木 金 
乳がん検診を受ける人で、40歳以上の偶数年齢
の人は、原則『視触診とマンモグラフィのセット
受診』になります。医療機関での検診は視触診の
み受診できます。検診結果が「要精検」以外の人
（異常なし等）は、電話で予約をとり、集団検診
にてマンモグラフィのみ受診してください。 

検診受付時間 
8:30～11:00

20対象者 

水曜休診・土曜実施不可 

20歳になったら、学生でも国民年金に加入し保険料納付の義務が生じます。
「学生納付特例制度」は、在学期間中の保険料納付を猶予し、社会人になってから払う
ことができる制度です。この制度の手続きは、市役所国保年金課で簡単にできます。

国民年金保険料の「学生納付特例」の申請は５月末までに！

学生の
皆さん

(1)対象となる学生
　　大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する20歳以上の学生
であって、本人の前年の所得が一定額以下の人。なお、学校法人の認可を受けていない各種学校、予備校、
海外の学校は対象外になります。

(2)申請は毎年必要です。
　　平成19年度中に学生納付特例の承認を受けていた人でも、3月までで切れますので、年度が変わると再
度申請が必要です。

　　学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に不慮の事故や病気で障害者（1・2級）になった場合、障
害基礎年金を受け取ることができないケースがありますので、ご注意ください。

(3)手続きに必要なもの
　①学生証（コピー可）または在学証明書　②家族等の代理申請の場合は認印
　③年金手帳
(4)保険料への加算金
　　学生納付特例期間については、10年以内であれば追納できますが、
　3年度目以降の納付の場合、当時の保険料に加算金がつきます。

●問い合わせ先　市国保年金課医療・年金係☎72−2111（内線423・427）
　　　　　　　　久留米社会保険事務所☎33−6206

・ 

・ 

人 

住み慣れた地域での生活を支える

地域包括支援センター

住み慣れた地域での生活を支える

地域包括支援センター
人 

問い合わせ先　健康課健康推進係☎72－6666


